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事 業 報 告 

自 平成 31年 4月 1 日 

至 令和 2年 3月 31日 

 

１ 会社の現況に関する事項 

 

(1) 事業の経過及びその成果  

当会計年度における世界経済は、平成30年度から続く米中間の貿易摩擦により、米中両国

の追加関税措置が行なわれるなど、世界的に財貿易を縮小させ、特に製造業の不振を招きま

した。さらに昨年末から発症し始めた新型コロナウィルス感染は、令和２年２月頃から中国・東

南アジアから世界各地に急拡大しました。この影響により各国の経済活動が大きく制限され、

世界経済は非常に厳しい状況となりました。 

国内経済は、前半において、世界経済の減速等を背景に外需が弱いものの、雇用・所得環

境の改善等により、内需を中心には緩やかに回復しましたが、後半においては、消費税率の

引上げや台風被害、新型コロナウィルス感染等の影響により、足下で大幅に下押し状況になり

ました。その結果、年度全体の実質GDPは前期比年率△0.1％のマイナス成長になりました。 

こうした経済情勢において、令和元年の東京港における外貿コンテナ貨物の取扱量は、451

万ＴＥＵ(速報値)と前年比で1.2％減少しました（輸出0.5％増、輸入2.8％減）。 

このような事業環境の中で、当社は第4期中期経営計画～港力(ミナトヂカラ)の更なる強化に

向けて～に基づき、東京港の都市型総合港湾としての発展を促進する取組を各事業で着実

に実施しました。 

外貿埠頭事業では、中央防波堤外側Ｙ2コンテナターミナルを竣工させ、ターミナル借受事

業者に施設を引渡しするとともに、既存コンテナターミナル等の機能向上を目的としたコンテナ

クレーンの更新や計画的な施設改修のほか、交通混雑の緩和に向けた早朝ゲートオープンの

実施や東京港ストックヤード等の運営、東京2020大会物流対策としてのゲートオープン拡大実

証実験の実施、顧客ニーズを踏まえた情報発信内容の充実等、お客様が使いやすい港を目

指して質の高いサービスの提供に努め、外貿埠頭の稼働率100％を堅持しました。 

内貿埠頭事業、建設発生土有効利用事業、環境保全事業では、事業を着実に実施するとと

もに、お客様のニーズを捉えたサービスを提供しました。 

海上公園等の指定管理者関連事業では、お客様の視点に立った利用者サービスの向上や

各種イベントによる賑わい創出、大都市東京の「顔」にふさわしい水辺空間の提供等、蓄積さ

れたノウハウを活かした管理運営を行なってまいりました。 

 

 

 

 

 

 



 

 

① 外貿埠頭事業  

外貿埠頭事業では、建設事業として中央防波堤外側コンテナターナルの整備や大井コ   

      ンテナ埠頭のコンテナクレーン製作工事等を実施しました。また、大井・青海コンテナ埠頭、

お台場ライナー埠頭、品川・青海公共コンテナ埠頭及び密接関連事業を含めた外貿埠頭

の管理によるスケールメリットを活かし、お客様の視点に立ったサービスと管理運営に取り

組みました。これにより営業収益は１２，７７２百万円、一方、営業費用は管理費及び一般

管理費として３，５９５百万円、維持修繕費は９６５百万円、減価償却費は５，３２７百万円と

なりました。 

総収益は、１２，８３０百万円となり、総費用は、１０，０３９百万円となりました。 

 

② 内貿埠頭事業 

内貿埠頭事業では、フェリーターミナルビル等の運営事業として、東京港１０号地その２ 

にあるフェリーターミナルビルとその背後地にあるシャーシープール等関連施設の賃貸・管

理を実施しました。また、フェリー埠頭シャーシー蔵置場の一部と都有地とを、東京都と土

地交換（等価）しました。貸付料収入など総収益は４４９百万円となりました。一方、業務管

理費、維持修繕費など総費用は２７２百万円となりました。 

 

③ 建設発生土有効利用事業 

建設発生土有効利用事業では、東京都内の公共事業から発生した建設発生土を受け 

入れ、新海面処分場及び中央防波堤外側処分場等の基盤整備の材料として有効利用を

行うとともに、地方港湾の埋立用材として活用する広域利用事業を実施しました。また、水底

土砂有効利用事業として、東京港の浚渫土砂を千葉沖の深掘部への環境改善事業として

有効利用しました。 これらの事業により総収益は２，２３９百万円となりました。一方、総費用

は、工事費、管理経費と合わせて２，２４６百万円となりました。 

 

④ 環境保全事業 

環境保全事業では、東京港内の水域の清掃船による港内清掃事業を実施し、東京港内 

の汚染防止に取組みました。また、羽田空港周辺の浅場において、水生生物の生育環境を

良好な状況に保全するとともに、都民が海釣り等のレクリエーションを楽しめるよう維持管理

を実施しました。 

総収益は２５４百万円となりました。一方、総費用は、清掃船舶の運航経費や浅場の稚魚 

放流事業等を含め２５３百万円となりました。 

 

⑤ 指定管理者関連事業 

指定管理者関連事業では、海上公園等の維持管理のほか、船舶への給水事業等を実

施し、総収益は２，７８９百万円となりました。一方、業務管理費、減価償却費など総費用は２，

７３３百万円となりました。 

 



 

以上、各事業の営業収益から事業間における内部取引を除去した営業収益合計は、１８，３

７８百万円となり、営業費用、販売費及び一般管理費１５，３５２百万円を減じた営業利益は３，

０２６百万円となりました。 

 営業利益に受取利息を含む営業外収益１３２百万円を加算し、支払利息を含む営業外費

用９１百万円を減じた経常利益は３，０６８百万円となりました。 

 さらに、固定資産除却損の特別損失を減算した税引前当期純利益は３，０１６百万円となり

ました。  

法人税、住民税及び事業税並びに法人税等調整額を減じた当期純利益は２，０８３百万円

となりました。 

   

 (2) 対処すべき課題 

 東京港が首都圏四千万人の生活を支える物流基地として発展するだけでなく、港湾機能と

都市機能が有機的に結合した魅力ある「都市型総合港湾・東京港」として飛躍していくために

は、港湾管理者等と協力して、物流における技術革新や取扱貨物の増大への的確な対応と、

効率的かつ持続可能で安定的な質の高いサービスの実現に向けて取り組んでいく必要があり

ます。海上公園等の指定管理施設においては、延期となった東京2020大会に向けて日本国

内だけでなく世界各国から来訪するお客様が、港の景観や水・緑に親しみながら快適に憩うこ

とができる空間を提供することができるよう、多言語の案内やＩＴ環境の整備等の利用者サービ

スを向上させる様々な取組を進めていくことが必要です。 

そのために、当社は、本年３月、令和2年度から４年度までを計画期間とした第5期中期経営 

計画～港力（ミナトヂカラ）の更なる飛躍に向けて～を策定したところであり、今後も、本計画に

掲げた取組を着実に実施してまいります。 

物流機能を向上させる取組として、顧客ニーズの把握や物流動向を踏まえたサービスの展

開、交通混雑対策をはじめ円滑な港湾物流機能の確保に資する東京 2020 大会に向けた取

組やゲート前混雑の平準化に向けた取組みとともに ICT 等を活用した新たな施策の展開を

実施してまいります。また、コンテナ埠頭における大型船対応への取組み、既存コンテナターミ

ナルの機能強化に向けた再編整備推進、長期維持修繕・更新計画等に基づく予防保全型維

持管理による施設の健全性の確保、防災機能の強化を行ってまいります。 

臨海エリアを発展させる取組として、ホームページや SNS 、デジタルサイネージ等による情

報発信の充実・強化、一層のサービス向上のためにお客様の声を的確に反映させる取組み、

賑わい創出に向けた水辺と緑を生かした魅力あるイベントの展開を実施してまいります。また、

「維持管理ガイドライン」に基づく管理の実施、フェリーターミナル等の管理運営、建設発生土

事業・港内清掃事業・浅場維持管理事業等、指定管理者事業の着実な実施を行ってまいりま

す。 

そして、以上の取組みを支える組織づくりとして、コンプライアンス強化に向けた内部監査等

の徹底、中長期的な人財確保・育成計画の策定・実施等を行ってまいります。 

 

 

 

  



 

 (3) 設備投資の状況及び資金調達の状況 

当期の設備投資の状況は特定外貿埠頭の管理運営に関する法律に基づく事業を実施した

ほか、下表のとおりとなっております。 

 （単位：百万円） 

事 業 区 分 施  工  箇  所 内    容 実 施 額 

法律に基づく事業 大井コンテナ埠頭等 クレーン更新工事 1,642 

そ の 他  事  業 中央防波堤外側等 

中央防波堤外側コンテ

ナターミナル附帯施設

整備工事等 

4,732 

合 計   6,374 

＊特定外貿埠頭の管理運営に関する法律に基づく事業の財源は、国庫金転貸無利子借入

金、港湾管理者無利子借入金、特別転貸債借入金、自主財源で構成され、資金調達額に

ついては、次の表のとおりとなっております。下記以外は、自主財源を当てております。 

 

国庫金転貸無利子借入金 492,600千円 

港湾管理者無利子借入金 492,600千円 

特別転貸債借入金 328,400千円 

合    計 1,313,600千円 

     上記以外は、自主財源を当てております。 

(4) 財産及び損益の状況の推移 

区   分 単 位 平成 29年度 平成 30年度 
令和元年度 

(当事業年度) 

営 業 収 益 百万円 18,637 17,436 18,378 

経 常 利 益 百万円 4,281 3,787 3,068 

当期純利益又は当期純損

失（△） 
百万円 2,978 2,593 2,083 

一株当たり当期純利益又

は一株当たり当期純損失

（△） 

円 5,565 4,832 3,882 

総  資  産 百万円 87,440 95,609 100,592 



 

純  資  産 百万円 54,452 57,046 59,130 

 

(5)  主要な事業所  

本社                   東京都江東区青海二丁目４番２４号 

臨港サービス事務所      東京都品川区八潮一丁目１番３号 

建設発生土管理事務所   東京都江東区有明四丁目８番６号 

公園センター            東京都品川区東八潮一丁目２番 

 

(6)  事業内容               

① 外貿埠頭事業 

② 内貿埠頭事業 

③ 建設発生土有効利用事業 

④ 環境保全事業 

⑤ 指定管理者関連事業 

(7) 従業員の状況          

従 業 員 数 前期末比増減(△)数 平 均 年 齢 平均勤続年数 

173人 △2人 48.8歳  17.7年 

注 従業員数には、臨時雇用者数は含まれておりません。 

 

(8) 重要な親会社及び子会社の状況      

① 親会社の状況 

会 社 名 資 本 金 事業内容 グループ会社（当社を除く） 

株式会社東京臨海 

ホールディングス 

12,000百万円 グループ会社

の経営管理 

東京臨海熱供給株式会社・株式会

社ゆりかもめ・株式会社東京テレポ

ートセンター・株式会社東京ビッグ

サイト 

 

② 親会社との間の取引に関する事項 

 ｱ) 当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項 

     当社は、親会社を統括会社としたグループファイナンスを通じて、資金運用を行っておりま

す。預入に当たっては、当該取引の必要性及び金利、その他取引条件が第三者との通常

取引と著しく相違しないこと等に留意し、合理的な判断に基づき、公正かつ適正に決定し

ております。また半期ごとに統括会社より報告を受け、資金運用状況について確認をして

おります。 

ｲ) 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由 

当社取締役会は、預入資金や受取利息等の運用状況について把握し、当社の利益を害



 

するものではないことを確認した上で、当該取引についてその適正性、妥当性の判断をし

ております。 

    ｳ) 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 

      該当事項はありません。 

 

③ 子会社の状況 

   該当事項はありません。 

 

(9) 主な借入先  

借 入 先   借 入 金 残 高   

国土交通省 4,340,527千円 

東京都 30,920,926千円 

 

２ 会社の株式に関する事項        

 

(1) 発行済株式の総数    ５３６，７５４株 

普 通 株 式      ４８０，２００株 

甲種類株式       ５６，５５４株 

 

(2) 株主数               ２名 

 

(3) 株主の状況 

株    主    名 持株総数 うち普通株式 うち甲種類株式 

東京都 ２９６，６５４株 ２４０，１００株 ５６，５５４株 

株式会社東京臨海ホールディングス ２４０，１００株 ２４０，１００株  

 

(4) その他株式に関する重要な事項 

    特記すべき事項はありません。 

 

 

３ 会社の新株予約権等に関する事項 

   

該当事項はありません。 

 

 



 

４ 会社役員に関する事項           

 

(1) 取締役及び監査役 

 地  位 氏  名 他 の 法 人 等 の 代 表 状 況 

 代 表 取 締 役 社 長 服 部 浩  

 常 務 取 締 役 前 田 敏 宣  

 
常 務 取 締 役 石 山 明 久 

(八丈島空港ターミナルビル株式会社代表

取締役社長(非常勤)) 

 取締役  ( 非常勤 ) 日野岳 穣 (株式会社商船三井 執行役員) 

 取締役  ( 非常勤 ) 黒 田 晃 敏 (一般社団法人日本港運協会理事長) 

 取締役  ( 非常勤 ) 古 谷 ひろみ (東京都港湾局長) 

 監 査 役 深 井 稔 (東京都港湾局企画担当部長)  

 

（注） 1 当期中の取締役の異動は、次のとおりです。 

① 退任監査役 

       令和元年 4月 30日   戸谷 泰之 

     ② 新任監査役 

         令和元年 5月 1日    深井  稔 

③ 退任取締役 

        令和元年 6月 27日   平野 裕司 

     ④ 新任取締役 

       令和元年 6月 27日   服部  浩 

     ⑤ 重任取締役 

       令和元年 6月 27日   前田 敏宣 

       令和元年 6月 27日   石山 明久 

       令和元年 6月 27日   斎藤 真人 

⑥ 退任取締役 

令和元年 7月 11日   斎藤 真人 

      ⑦ 新任取締役 

        令和元年 7月 12日   古谷 ひろみ 

 

2 監査役深井稔氏は、会社法第 2条第 16号に定める社外監査役であります。 

 

 

 

 



 

 

 

 

(2) 社外取締役及び社外監査役に関する事項  

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況 

取締役 日野岳 穣 

当事業年度開催の取締役会に関して、主にこれまでの経

歴を通じて培った知識・見地から、議案・審議等について

必要な発言を適宜行っております。 

取締役 黒 田 晃 敏 

当事業年度開催の取締役会に関して、主にこれまでの経

歴を通じて培った知識・見地から、議案・審議等について

必要な発言を適宜行っております。 

取締役 古 谷 ひろみ 

当事業年度開催の取締役会に関して、主にこれまでの経

歴を通じて培った知識・見地から、議案・審議等について

必要な発言を適宜行っております。 

監査役 深 井   稔 

当事業年度開催の取締役会に関して、主に業務執行を監

査する観点から、議案・審議等について必要な発言を適

宜行っております。 

 

 

(3) 取締役及び監査役の報酬等の額             

 

株主総会決議に基づく報酬額 

区分 支給人員 支給額 摘  要 

取締役 4人 43,803千円 株主総会承認限度額 50,000千円 

合 計 4人 43,803千円  

（注） 期末現在の人員は、取締役 6名、監査役 1名ですが、支給人員と相違しているのは次の理由

によります。 

① 取締役については、無報酬の非常勤取締役 3名が存在し、かつ令和元年 6月 27日付けで 

 辞任した代表取締役 1名を含んでいること。 

② 監査役については、無報酬であること。 

 

 

５ 会計監査人  

 

名称   ＥＹ新日本有限責任監査法人 



 

 

 

 

６ 業務の適正を確保するための体制等  

 

    平成 20 年 3 月 21 日に開催した第 1 回取締役会において決議した内部統制システム基本方

針を平成 27年 7月 22日に開催した第 54回取締役会において一部改正し、業務の適正を確保

するための体制等を次のとおり整備しております。 

 

(1) 取締役の職務の執行に係る情報の保存、管理及び親会社への報告に関する体制 

① 取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程及び別に定める文書管理基準

表に基づき適切に保存し、管理しております。 

② 取締役の職務の執行については、「子会社管理規程」及びこれに基づき締結する子会社の

業務運営に関する協定により、親会社への協議又は報告を行なっております。 

〔運用状況の概況〕 

ｱ) 「文書管理規程」及び別に定める文書管理基準表に基づき、決定文書等を適切に保存

し、管理しております。 

ｲ) 「子会社管理規程」及びこれに基づき締結する子会社の業務運営に関する協定により、

親会社への協議又は報告を遅滞なく行なっております。 

 

  (2) 損失の危険(リスク)の管理に関する規程その他の体制 

     不測の災害等当社の企業価値を大幅に低下させるおそれのある重大な事態が発生した場

合、損害の発生を最小限にとどめる体制を整えるとともに、直ちに親会社に報告し、連携して

対応するものとしております。 

〔運用状況の概況〕 

   「リスク管理規程」に基づき、リスク対応について、当年度の年間活動計画を作成し、「大規

模地震発生時初動対応訓練」及び「情報セキュリティー緊急時対応訓練」等を実施しまし

た。 

 

(3) 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制 

取締役の職務を執行するにあたって必要な指揮系統・決裁等の体制については、「組織規

程」及び「事案決定規程」において定めております。  

〔運用状況の概況〕 

「組織規程」及び「事案決定規程」に基づき、適正かつ効率的に職務を執行する体制を整

備しております。 

 

(4) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

① 取締役及び使用人は、企業活動のあらゆる場面において関係法令や定款を厳格に遵守す

るものとしております。 



 

② 業務の適正を確保する体制を確立するため、常務取締役をコンプライアンス担当役員とし、

コンプライアンス担当役員は、監査役と協力して未然に法令定款違反を防止しております。 

③ 取締役は、重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合、

直ちに適切な処置をとるとともに当社及び親会社の取締役会及び監査役に報告します。 

④ 法令遵守上、疑義ある行為の早期発見、是正を図るため、「内部通報に関する規程」を整備

し、運用しております。 

〔運用状況の概況〕 

   ｱ) 「内部監査規程」に基づき、当社の内部監査を適切に実施しました。 

ｲ) コンプライアンス意識の維持・向上を図るため、取締役及び全社員にコンプライアンス研

修を実施しました。 

   ｳ) 「内部通報に関する規程」が適切に運用できるよう、上記研修を通じ、全社員に周知して

おります。 

  

(5) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関

する事項及び当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項 

① 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、代表取締役は、監査役と

協議の上、監査役を補助すべき使用人として監査役補助者を任命します。 

② 監査役より監査業務に必要な命令を受けた監査役補助者は、その命令に関して取締役の

指揮命令を受けないものとし、また、監査役は、監査役補助者に対する取締役からの指揮命

令が自らの職務を執行する妨げになると認めた場合、取締役に対して、その指揮命令を変更

又は撤回するよう、求めることができるものとしております。 

③ 監査役補助者に対して評価を行う場合は、監査役と協議を行わなければならないものとして

おります。また、監査役補助者に対して異動又は懲戒処分を行う場合は、事前に監査役の承

認を得なければならないものとしております。 

〔運用状況の概況〕 

監査役より監査業務に必要な命令を受けた監査役補助者は、その命令に関して取締役の 

命令を受けておらず、取締役からの独立性を確保しております。 

 

(6) 当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関

する体制及び監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制 

① 当社の取締役及び使用人は、当社の業務の適正を確保するために必要な重要事項につ

いて、当社の監査役に対して速やかに報告するものとしております。 

② 当社の取締役及び使用人は、親会社の監査役から当社の業務の適正を確保するために

必要な重要事項について報告を求められた場合、速やかに報告を行なうものとしておりま

す。 

③ 当社の監査役は、前①及び②の報告の適正を確保するため、当社の取締役、会計監査人

又は親会社の取締役、会計監査人及び監査役と必要に応じて意見交換を行っております。 

〔運用状況の概況〕 

   ｱ) 当社の取締役は、監査役の出席する取締役会等重要な会議において、随時その担当



 

する業務の執行状況の報告を行っております。 

ｲ) 当社の取締役及び使用人は、その他の重要な事項について、随時監査役に報告を行っ

ております。 

ｳ) 親会社の取締役のうち一人以上の者は、当社の取締役を務めています。 

ｴ) 会計監査人は、必要に応じて、監査役との意見交換を行っております。 

 

(7) 前(6)の①及び②の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けな

いことを確保するための体制 

前（6）の①及び②の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、異動、評価

及び懲戒処分等の不利な取り扱いをしないものとしております。 

〔運用状況の概況〕 

当該報告をしたことを理由として、異動、評価及び懲戒処分等の不利な取り扱いをすること

を禁止し、その旨を全社員に周知しております。 

 

(8) 監査役の役職の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執

行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

監査役が当社に対して、当該職務の執行について生ずる費用の前払等を請求した場合、

取締役は当該請求に係る費用等が監査役の職務の執行に必要でないことを認めた場合を

除き、速やかに当該費用等を処理するものとしております。 

〔運用状況の概況〕 

   監査役の請求に応じて、会社法の定めに基づき適切に対応するものとしております。 

 


